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第１章 はじめに 
 
１ 背景と目的 

 本市が保有する公共施設等（公共建築物とインフラ施設）の多くは、1960 年代から 1970 年代にかけて

建設されており、今後、定期的な修繕や計画的な更新等が必要な状況となっています。また、将来的な生産

年齢人口の減少等を考慮すると今後税収の大幅な増加は見込めないと予想され、限られた財源の重点的・効

率的な活用が求められています。 

 本計画は、将来に渡って健全な財政運営を行いつつ、市民が必要とする公共サービスを継続的に提供する

ため、公共施設等の総合的な管理の基本方針を定めるものです。 

２ 位置づけ 

上位計画である第 6 次総合計画のほか、公共建築物管理保全指針等の関連計画と整合を図るとともに、学

校施設や道路施設などの個別施設ごとの長寿命化計画（個別施設計画）の管理保全の指針となるものです。 

 

第２章 計画の基本的事項 
 
１ 計画の期間 

令和３年度（2021年度）～令和 42年度（2060年度）【40年間】 

２ 対象施設 

市が保有する全ての公共施設等を対象とします。（一部事務組合が保有する公共施設等を含む。） 

３ 公共施設等の状況 

（１）公共建築物 
大分類 中分類 施設数 延床面積(㎡) 

市民文化系
施設 

集会施設 16 10,081  
文化施設 2 22,274  

社会教育系
施設 

図書館 2 4,390  
博物館等 3 4,788  

スポーツ・レ

クリエーショ

ン系施設 

スポーツ施設 5 14,398  

産業系施設 産業系施設 7 7,952  

学校教育系
施設 

学校 18 154,806  
その他教育施設 3 5,381  

子育て支援
施設 

幼保・こども園 18 22,079  
幼児・児童施設 19 6,708  

保健・福祉
施設 

高齢福祉施設 24 3,609  
保健施設 3 12,993  

行政系施設 

庁舎等 5 18,677  
消防施設 11 6,482  
その他行政系施設 52 2,056  

公営住宅 4 13,203  

公園 57 6,023  

供給処理施設 3 13,278  

その他 8 7,515  

医療施設 2 35,324  

合 計 262 372,017 

 

（２）インフラ施設 

種 類 数量等 

道路（農道含む） 延長 559km（市道 508km、農道 51km） 

橋りょう 道路橋 119橋、横断歩道橋 16橋 

上水道施設 延長 451km、ポンプ場 3箇所（総延床面積 2,350ｍ2） 

下水道施設 延長 750km（下水道管：汚水管 401km・雨水管 237km、排水管 112km）、処理施設等 9箇所（総延床面積 31,132ｍ2） 

河川 河川延長 9.6km（大田川、中川、富田川、上野新川、奥山川、横須賀新川、土留木川） 

港湾 護岸延長 1.4km 

ため池 7箇所（大廻間池、前後池、前後中池、はす池、奥山池、ヤカン池、山田池） 

農業用用排水施設 用排水機場等 13箇所（総延床面積 803ｍ2）、排水路延長 10.9ｋｍ、農業用水管延長 7.3km 

東海市公共施設等総合管理計画【概要版】 

1960～70年代 

本庁舎 

公立西知多 
総合病院 

芸術劇場 

平成 29 年（2017 年）3 月策定  
令和 4 年（2022 年）3 月改訂 
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４ 人口の現況と推計 

（１）現況 

本市の人口は、昭和 44 年（1969 年）の市

制発足当初 78,883人でしたが、その後、土地

区画整理事業などの基盤整備によって増加し、

令和 3 年（2021 年）には 114,615 人にまで

増えています（住民基本台帳の各年 4月 1日時

点のデータによる）。 

一方、児童生徒数は昭和 55年（1980年）

をピーク（16,636人）に減少した後に増加し、

令和 3年（2021年）には 10,418人で、ピー

ク時の６割程度まで回復しています。 

 

（２）将来人口推計 

令和 2年（2020年）の総人口は 

114,894人で、最近 10年は年平均 

700人程度増加しています。令和 3年

（2021年）は約 280人減少していま

すが、第 2期総合戦略（令和 2年（2020

年）3 月策定）では、微増傾向は続く

と予測しており、令和27年（2045年）

には約 117,500人と推計しています。

その後、減少に転じ、40 年後の令和

42 年（2060 年）には約 115,100 人

と推計しています。 

本市の人口構成の特徴は、若い世代

の転入が多く、出生率も全国平均を上

回っているため、全国と比べても、少

子高齢化は緩やかに進むと予測してい

ます。 

 

 

５ 現状と課題に関する基本認識 

（１）人口構成の変化等による公共施設等に対するニーズの変化 

令和 2年（2020年）からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、非対面・非接触をはじめとす

る新しい生活様式が浸透し、意識や価値観、行動が変化しており、市民生活のさまざまな場面でデジタル技

術が活用される「デジタル社会」への移行が進むなか、公共施設等も対応が求められています。 

人口構成の変化に伴う高齢者の利用を対象とした施設ニーズの高まりと、公共サービスや公共施設等にお

ける、デジタル技術の活用による利便性の向上やニーズの変化への対応などの検討を行っていく必要があり

ます。 

（２）公共施設等の老朽化 

公共施設等の老朽化の進行とともに経年劣化による安全性の低下が懸念されますので、定期的な点検調査

を実施し、計画的な維持管理や改修、更新が求められています。 

（３）公共施設等の更新時期の集中 

公共建築物の建設の集中時期から、更新時期が集中することが想定されます。また、インフラ施設につい

ても、整備の集中時期から更新時期を順次迎えることから、こうした“負担の山“を考慮に入れながら、計画

的な維持管理や更新について検討していくことが必要です。 

（４）厳しい財政状況 

生産年齢人口の減少などの影響によって歳入の根幹である市税収入の大きな伸びが期待できないことや、

歳出面では、高齢化率の増加による扶助費の増大が見込まれることなどによって、厳しさが増していく状況

が予測されます。 

人口、世帯、児童生徒数の推移 
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第３章 公共施設等の現況及び将来の見通し 
 
１ 維持管理・更新等に係る経費 

（１） 財政の現況と見通し 

平成 23年度（2011年度）から令和 2年度（2020年度）の歳入決算額（普通会計）は、440億円から

640億円の間で推移しており、このうち地方税は 46％から 62％程度を占めています。地方税は、安定的に

見込むことは困難であるとともに、将来的な生産年齢人口の減少と人口比率の低下等を考慮すると、今後、

市の税収の大幅な増加は見込めないと予想されます。 

一方、歳出決算額（普通会計）は、近年、扶助費が増加傾向となっており、将来的には高齢者の増加に伴

う更なる扶助費の増大が予想されます。 

 

 

２ 中長期的な公共施設等の更新費用 

（１）公共建築物  

公共建築物を耐用年数経過時 60年で単純更新した場合の経費を推計しますと、40年間の維持管理・更新

費用は約 1,366.5億円で、１年当たり約 34.2億円となります。 

また、長寿命化対策を反映した場合の公共建築物の耐用年数は 80年としており、個別施設計画も耐用年

数 80年を目標に策定しています。（一部、木造等は 50年。）個別施設計画の集計結果などを踏まえて経費を

算出すると、40年間の維持管理・更新費用の合計は約 1,056.5億円で、１年当たり約 26.4億円となります。 

長寿命化することにより、40年間で約 310億円、１年当たりで約 7.８億円の経費削減が図られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪対策の効果額【耐用年数 60 年と耐用年数 80 年の比較】≫ 
４０年間の維持管理・更新等費用：  約 310.0 億円削減 
 1 年当たりの維持管理・更新等費用：   約 7.8 億円削減 
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（２）インフラ施設 

インフラ施設の 40年間の維持管理・更新費用の 

合計は約 1,243.4億円で、１年当たり約 31.1億円 

となります。（公園内の遊具や野球場、テニスコー 

ト、歩道橋、舗装、照明等、消防施設のうち防火水

槽を含む。） 

 

（３）公共施設等（公共建築物とインフラ施設の合

計） 

 長寿命化対策を反映した公共建築物とインフラ施

設の経費を合計した、公共施設等全体の 40年間の

維持管理・更新費用は約 2,299.9億円で、公共建築

物は全体の 46％、インフラ施設は 54％を占めます。 

また、１年当たりの金額は約 57.5億円となるこ

とから、平成 28年度（2016年度）から令和 2年度

（2020年度）までの過去 5年間の投資的経費「既

存更新分」の平均約 47.4億円／年と比較して約 1.2

倍となります。 

今後も、施設の状況等を踏まえて継続的に計画の

見直しを行い、維持管理や改修、更新を計画的に 

進めることで長寿命化を図り、経費削減を目指す必 

要があります。 

 

（４）財政平準化の推進 

健全で持続可能な財政運営を維持するためには、施設の長寿命化による経費削減だけでなく、施設の状況

等を踏まえて、更新費用等の平準化を図る必要があります。 

 

第４章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 
 
１ 公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

（１）施設の複合化・廃止・広域化等の推進方針 

公共建築物は、その必要性や存在意義を確認するとともに、施設の更新を行う際には、多機能化の視点に

よる施設の複合化や近隣市との共同設置等による広域化を進め、保有施設総量の縮減を目指します。 

既存の施設が時代のニーズに応えるサービスを提供できていないなどと判断された場合は、廃止等も視野

に入れて検討します。 

インフラ施設は、市民生活に不可欠な施設であり、安全で快適なサービスを提供するために、既存施設の

長寿命化を進めるとともに、将来の更新費用を見据えて、バランスの取れた整備を進めていきます。 
 

（２）民間活力導入の推進方針 

本市では、既にスポーツ施設や高齢福祉施設等において、指定管理者による運営を実施し、コスト縮減と

サービス向上の効果が確認されています。引き続き質の高い公共サービスをコストの軽減を図りながら提供

するため、今後は指定管理者制度に限らず、ＰＰＰ※１／ＰＦＩ※２、民間への移管など、民間の資金やノウハ

ウを活用した手法を、施設の特性に応じて、できる限り導入します。 
※１ ＰＰＰ（Public Private Partnership）は、公共サービスの提供に民間が参画する手法を幅広く捉えた概念で、民間の資金やノウ

ハウを活用し、効率化や公共サービスの向上を目指すものです。具体的には指定管理者制度、包括的業務委託などの手法がありま
す。ＰＰＰは下記のＰＦＩを包括する広義の概念を指します。 

※２ ＰＦＩ（Private Finance Initiative）は、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用す
ることで、効率化やサービスの向上を図る公共事業の手法を指します。 

 

（３）点検・診断等の実施方針 

継続的な利用が見込まれる公共施設等は、予防保全※３による管理保全の視点に立って、劣化が進む前に計

画的に点検や劣化診断に基づいて対策を行います。特に、経年による劣化状況や自然災害等による性能低下

等の把握に努め、施設等のメンテナンスサイクルに基づいて、必要な対策を行います。 
※３ 予防保全は、定期的な点検等で早期に損傷を発見し、大規模修繕等に至る前の軽微な段階で補修し、長く使えるように管理する

手法を指し、結果的にトータルコストが縮減できるとされています。 

≪公共施設等（公共建築物とインフラ施設）の見込み≫ 
 ４０年間の維持管理・更新等費用：  約 2,299.9 億円 

 1 年当たりの維持管理・更新等費用：   約 57.5 億円 
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（４）維持管理・修繕・更新等の実施方針 

施設が破損・故障してから修繕する「事後保全」から、点検・診断等の結果に基づき計画的に適切な維持

管理・修繕・更新等を行う「予防保全」へ転換・実行し、機能や性能の保持及び回復を図ります。公共施設

等の更新は、今後の複合化、広域化及び廃止などの方向性を踏まえ、必要な公共施設等のみを対象とします。 

また、公共建築物は、修繕、改修、更新等を行うに当たっては、保全マネジメントシステムで収集したデ

ータを活用することとします。 
 

（５）安全確保・耐震化の実施方針 

点検や診断等の結果、施設の危険度が高いと判断された場合は、危険の除去を行い、安全確保に努めます。 

本市では「建築物耐震改修促進計画」に基づき、引き続き、公共建築物を耐震化することを目標に取り組み

を進めています。また、施設の非構造部材（天井材等）についても、順次、耐震化を図っていきます。 

また、インフラ施設についても緊急輸送道路等の重要路線の橋りょうや、上水道と下水道の幹線管路、河

川及びため池の堤体等の耐震化を推進していきます。 
 

（６）長寿命化の実施方針 

本計画、再編計画及びインフラ施設の長寿命化方針に基づいて、個別施設計画は継続的に見直しを行い、

施設の長寿命化を図ります。 
 

（７）地球温暖化に係る省エネ対策等の実施方針 

 カーボンニュートラルの実現に向け、施設の改修・更新を行う際には、「建築物のエネルギー消費性能の向

上に関する法律」等を踏まえ、省エネ性能の確保・向上の取組みを進めるとともに、再生可能エネルギーの

導入拡大を推進していきます。 
 

（８）ユニバーサルデザイン化の実施方針 

 ユニバーサルデザインは、障害の有無、年齢、性別、人種などに関わらず、さまざまな人が利用しやすい

都市や生活環境をデザインする考え方です。 

施設の改修・更新を行う際には、利用者のニーズに配慮するとともに、「高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律」（バリアフリー法）、愛知県の「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」等を踏

まえ、ユニバーサルデザインに対応して、バリアフリーを行います。 
 

（９）地方公会計（固定資産台帳等）の活用に関する基本方針 

 財務書類の作成に当たっては、平成 27年１月の総務大臣通知「統一的な基準による地方公会計の整備促

進について」に示されている「統一的な基準」に基づき、複式簿記を導入するとともに、固定資産台帳を整

備しています。 

公共施設等の適正な管理に向けて、固定資産台帳等により保有する資産量やコスト構造を把握し、適切な

保有量やコスト削減の検討に活用していきます。 
 

（10）保有する財産（未利用資産等）の活用や処分に関する基本方針 

複合化や集約化等により余剰となった施設等は、次の手順で検討・活用を進めます。 

① 建物の耐用年数に余裕があり、その建物を他の行政目的で利用することができる場合は用途変更を行い、

新しい建物の建設を抑制します。また、利用する行政目的がない場合には、建物の民間への貸付け等を検

討します。 

② 建物の活用の見込みがない場合には、敷地について、他の公共建築物の移転先等としての活用を検討しま

す。 

③ 建物と敷地の双方について、行政利用が見込めない場合は、建物を解体し、跡地の貸付けや売却を行いま

す。 
 

（11）国が管理する施設との連携に関する基本方針 

国が管理している公共建築物は、ボイラー技士や衛生管理者等の免許試験場である中部安全技術衛生セン

ターがあります。また、国等が管理している道路は、国道 302号や伊勢湾岸道路（伊勢湾岸自動車道）があ

ります。 

今後、国が管理する施設が新たに設置された際にも、利用者の安全確保や利便性向上に向けて、国と連携

した管理保全に努めます。 
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２ 公共建築物の再編 

（１）再編の理念と構築ビジョン 

公共建築物の再配置に当たっては、管理・運営の一体化やスケールメリットを生かすとともに、魅力

にあふれる場や、市民が交流する空間の創造を目指します。 

【テーマ】魅力あふれる 集いの場 交流する空間 の創造をめざして 

【理 念】●市民ニーズに対応するための施設の最適化を行う(質の見直し) 

●社会環境やニーズの変化を捉えた施設の設置目的や必要性を検証したうえで、機能の整理・統

合、複合化による施設総量を縮減する(量の見直し) 

●施設の最適化や機能の統合、複合化は、将来にわたり充当可能な財源の範囲内で計画的に行う

(安定した財政基盤に立った施設マネジメントの実施) 

【構築ビジョン】 

◆複合化・多機能化の推進《ハード》･･･多機能施設の選定と創造 

  複合化対象施設の選定ルール、類似機能の整理・統合ルール 

◆新しい公共サービスの提供《ソフト》･･･既存サービスの改革と魅力化 

  次代を捉えた新しい価値の創造と提供、スケールメリット・民間活力の活用 

◆改革を進めるエンジンの活性化《マインド》･･･動機づけ・やる気づくり 

  施設の稼働率の見える化、長寿命化を進める仕組みづくり 

（２）再配置の取組方針 

ア 保有施設量の最適化に向けた取組みの基本方針 

(ア) 再配置の核となる施設との複合化によるまちづくり 

まちづくりを進めるうえで、市民の生涯学習活動や地域活動の核となる施設への複合化や集約化

を進めます。 

(イ) １施設≒１機能からの脱却による施設の有効活用と魅力化 

目的型利用施設※１は、設置目的と利用状況、機能重視による有効活用について検証し、施設の統

廃合や多機能化による魅力化を進めます。 

(ウ) 地域の拠点施設との複合化、集約化による再配置 

地域密着型施設※２は、地域の拠点となる小学校を中心に複合化や集約化を検討し、小学校区に１

施設を基本に再配置を進めます。 
※１・２ 本市では、小学校区等の単位毎に建設され、主に各地域の人が利用する学校や保育園などの施設を「地域密着型

施設」、それ以外の施設は「目的型利用施設」と定義し、公共建築物のマネジメントを進めています。 

(エ) 更新時の延床面積の縮減 

施設を更新する際は、施設の共用や相互利用を積極的に検討し、延床面積の縮減を進めます。 

(オ) 既存施設の有効活用と保有施設量の縮減 

新しい社会環境やニーズに対応する際は、新規に整備するのではなく、既存施設の用途変更や空

きスペースの有効活用に努めます。 

また、新たな施設整備や増築を行う場合は、長期的な視野での既存施設の廃止・縮小を計画し、

保有施設量の縮減を進めます。 

(カ) 施設保有からの転換 

施設保有から民間施設の借り上げ等への転換を検討し、整備・維持管理経費の抑制を進めます。 

(キ) 民間との連携による事業展開 

民間事業者によるサービスが充実している施設や機能は、公共による事業の廃止・移譲等を検討

し、民間との連携による事業展開を進めます。 

（３）数値目標 

本市が将来にわたって、健全で持続可能な財政運営を維持しつつ、必要な公共サービスを継続して提供し

ていくためには、施設管理コストの縮減等は不可欠であることから、施設の延床面積等の最適な目標を設定

します。 

【数値目標】指標名称…公共建築物の施設量(総延床面積)の最適化 

期間の名称 期 間 評価時期 数値目標（全体） 

前期アクションプラン 2020～2030（11年） 令和 13年（2031年） ▲2.5％（▲ 9,300㎡） 

中期 〃 2031～2040（10年） 令和 23年（2041年） ▲5.0％（▲18,600㎡） 

長期 〃 2041～2060（20年） 令和 43年（2061年） ▲8.0％（▲29,800㎡） 

基 準 値 ･･･ 公共建築物再編計画策定時点（令和元年度（2019年度））の現状値 ＝ 372,271㎡ 
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３ インフラ施設の長寿命化方針と進め方 

（１）インフラ施設の長寿命化方針（予防保全を基本とする管理保全） 

インフラ施設は、国のマニュアル等において、ストックマネジメントによる予防保全を基本に長寿命化を

行うことを求めています。本市においても、将来にわたって適切な維持管理と、改築・修繕を行うために次

の基本方針の下、長寿命化計画の策定・見直しを行います。 

【基本方針】 

①  施設の管理保全は重要度等の区分による予防保全を基本とする。 

②  本市の実情に合う目標耐用年数の設定等による長寿命化とライフサイクルコストの縮減を図る。 

➂ 施設の定期点検・調査による劣化状況の把握と予測に基づいた管理保全を行う。 

 

第５章 施設類型ごとの管理に関する基本的方針 
 
【施設の類型と主な施設、管理に関する基本的方針（抜粋）】 

類型 主な施設 管理に関する基本的方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公 

共 

建 

築 

物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校施設 

小学校、 

中学校、 

給食センター 

学校施設は、児童生徒等が安全・安心に学校施設を利用できるよう、定期的な点検や

診断結果に基づき優先順位を定め、計画的に修繕や改修を行います。また、時代の変化

に柔軟に対応する教育環境づくりを目指すため、ニーズに合わせて整備水準の見直しを

行い、大規模改修等に合わせて機能向上を図ります。 

今後、外壁改修や屋上防水等の大規模改修や、施設の更新等を行う時期が重なってく

ることから、計画的な定期修繕による予防保全を行い、施設の長寿命化を図るとともに、

前倒し更新及び一層の長寿命化を図ることにより、財政支出の平準化を図ります。 

小中学校及び給食センターの規模については、児童生徒数や学級数の推移等を見据

え、適正化を図ります。学校プールは、順次、民間プールを活用した水泳授業への移行

を進めます。 

また、小中学校は地域の交流機能、防災機能等を持つ施設であることから、地域の実

情や、児童生徒等の安全や教育環境に配慮しながら、他の地域密着型施設との複合化や

集約化について検討を進めます。 

幼保・ 

子育て支援 

施設 

保育園、 

子育て支援セ

ンター 

保育園は、女性の就業率、就学前児童数等の動向を注視し、保育需要の把握に努める

とともに、民間保育所等の参入促進を図りながら公民が連携し、保育の受け皿を確保し

つつ、公立保育園については将来の入所児童数を考慮した適正な施設数について検討し

ます。 

また、幼保・子育て支援施設は、常に子どもが利用する施設であることから、利用者

の安全を確保するため、定期点検により施設の劣化状況を把握し修繕や改修を行うとと

もに、予防保全により施設の長寿命化を図ります。 

社会教育・

文化施設 

上野公民館、 

平洲記念館 

・郷土資料館、 

文化センター、

芸術劇場 

社会教育・文化施設は、定期点検により施設の劣化状況を把握し修繕や改修を行うと

ともに、予防保全により施設の長寿命化を図ります。 

芸術劇場は、再配置の取組方針において、まちづくりを進めるうえで文化芸術活動の

拠点となる施設として位置付けています。また、上野公民館は、生涯学習の拠点施設と

して位置付けています。 

その他の施設は、定期的に施設の設置目的、利用状況及び社会環境等を検証し、施設

の必要性を評価しながら、機能の集約やリニューアルを含めた施設のあり方を検討して

いきます。また、指定管理者制度の導入など、民間活力を生かした運営手法について検

討していきます。 

また、芸術劇場は、舞台を構成する機構や音響、照明などの大規模設備については、

インフラ施設の長寿命化方針に基づき、設備の長寿命化を図ります。 

スポーツ 

施設 

市民体育館、 

温水プール、 

運動公園 

スポーツ施設は、定期点検により施設の劣化状況を把握し修繕や改修を行うととも

に、予防保全により施設の長寿命化を図ります。 

市民体育館は、再配置の取組方針において、まちづくりを進めるうえでスポーツ活動

の拠点となる施設として位置付けています。 

広域利用が可能な施設については、周辺市町村との共同設置など、より広域的に活用

することによって、施設の統合や廃止について検討していきます。なお、本市と知多市

で構成する一部事務組合「西知多医療厚生組合」が健康増進施設として温水プールの設

置を進めています。 

運動公園におけるインフラ系施設は、インフラ施設の長寿命化方針に基づくストック

マネジメントによる予防保全を行い施設の長寿命化を進めます。 
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類型 主な施設 管理に関する基本的方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公 

共 

建 

築 

物 

 

 

 

 

 

 

産業系施設 

勤労センター、

農業センター、

商工センター 

産業系施設は、定期点検により施設の劣化状況を把握し修繕や改修を行うとともに、

予防保全により施設の長寿命化を図ります。 

勤労センターと商工センターは、将来的に施設を更新する際は、市民ニーズの状況や

類似機能を持つ施設との機能分担を検証し、複合化等を進めます。また、勤労センター

は、民間の宿泊施設の設置状況等を見据え、宿泊機能のあり方を検討します。 

農業センターは、民間活力の活用による施設の魅力化を図ります。 

その他の産業系施設については、社会情勢の変化や多様化する市民ニーズ等に対応

し、サービスの質的向上のため、施設の必要性・存在意義を確認しつつ、当面は現状の

まま適切に維持管理を行っていきます。 

保健施設 

保健福祉セン

ター、健康ふれ

あい交流館（し

あわせ村） 

保健施設は、定期点検により施設の劣化状況を把握し修繕や改修を行うとともに、予

防保全により施設の長寿命化を図ります。 

しあわせ村は、再配置の取組方針において、まちづくりを進めるうえで健康福祉の拠

点となる施設として位置付けています。 

健康ふれあい交流館の温浴室・温水プールは、西知多医療厚生組合や民間の温水プー

ルの設置状況等を見据え、施設の方向性を検討します。 

その他の保健施設は、社会情勢の変化や多様化する市民ニーズ等に対応し、サービス

の質的向上のため、施設の必要性・存在意義を確認しつつ、機能の集約やリニューアル

を含めた施設のあり方を検討します。 

庁舎等 

本庁舎、 

市民活動セン

ター、 

パスポートセ

ンター 

庁舎等は、定期点検により施設の劣化状況を把握し修繕や改修を行うとともに、予防

保全により施設の長寿命化を図ります。 

本庁舎は、再配置の取組方針において、まちづくりにおける行政サービス及び防災の

拠点施設として位置付けていることから、「耐震性能の確保」、「長寿命化への対応」、「機

能性の向上」を基本方針として、リニューアル計画の策定を進めます。 

その他の庁舎等は、社会情勢の変化や多様化する市民ニーズ等に対応し、サービスの

質的向上のため、施設の必要性・存在意義を確認しつつ、当面は現状のまま適切に維持

管理を行います。 

供給処理 

施設 

清掃センター、

リサイクルセ

ンター 

清掃センターの清掃工場は、ごみ処理の広域化により知多市と共同で新工場を建設す

るため、令和 5年度（2023年度）の稼働をもって廃止します。 

その他の施設は、定期点検により施設の劣化状況を把握し修繕や改修を行うととも

に、予防保全により長寿命化を図りつつ、将来的には適切な配置や規模の見直しについ

て検討していきます。 

イ

ン

フ

ラ

施

設 

道路 

市道、農道、 

舗装、擁壁、 

道路照明灯等 

道路は、重要な生活インフラであり、安全性や快適性を確保する必要があるため、イ

ンフラ施設の長寿命化方針に基づき、道路パトロール等の巡視を行うなど、ストックマ

ネジメントによる予防保全を行うこととし、ライフサイクルコストの縮減と適切な管理

保全に努めます。 

橋りょう 
道路橋、 

横断歩道橋 

河川や鉄道、道路などを横断する道路橋と横断歩道橋は、インフラ施設の長寿命化方

針に基づき、5年に 1回の頻度で近接目視による点検を行うとともに、道路パトロール

等の巡視により、橋の健全度を把握しつつ、ライフサイクルコストの縮減と適切な管理

保全に努めます。 

上水道施設 
水道管、 

ポンプ場 

上水道施設は、ストックマネジメント（アセットマネジメント）を実践することによ

り中長期にわたる更新需要を把握するとともに、施設と管路の定期的なメンテナンスに

より延命化を図ることにより、ライフサイクルコストの縮減と適切な管理保全に努めま

す。また、更新需要が特定の時期に重ならないように事業量の平準化を図ります。 

下水道施設 

下水道管、 

排水管、 

浄化センター、

ポンプ場 

下水道は市民生活に直結する重要なインフラであり、長寿命化計画や総合地震対策計

画に基づいた適正な維持管理や修繕を取り組むことで、トータルコストの縮減や負担の

平準化に努め、管渠や施設の状態を健全に保ちます。また、県や他市町と共同して汚泥

処理施設の建設を進めており、浄化センターから発生した汚泥処理費用の削減を図って

いきます。 

また、下水管路は、ストックマネジメントによる予防保全を行い、管路更生を行うな

ど、ライフサイクルの延伸を図ることによる長寿命化と適切な管理保全に努めます。 

 

第６章 計画の推進 
 
１ 公共施設マネジメントとＰＤＣＡサイクルの推進 

公共施設等のマネジメントを推進していくため、庁内横断的な推進体制により、全庁的に取り組みます。 

また、本計画の推進に当たっては、公共建築物再編計画の各アクションプランと個別施設計画の進行状況

を確認することとし、5年毎にフォローアップを行い、計画の見直しを行います。 


